
３ 労使協議機関の有無、協議内容及び結果の認知度 

   労使協議機関の有無をみると、労使協議機関が「ある」36.7％（前回43.5％）、「ない」26.0％（前回28.6％）、

「わからない」37.3％（前回26.2％）となっている。 

労使協議機関が「ある」とする労働者のうち、労使協議機関での協議内容、その結果についてどの程度

知っているかをみると、「大体知っている」45.5％（前回43.4％）、「一部知っている」38.2％（前回39.0％）、

「ほとんど知らない」15.8％（前回16.0％）となっている。（第18表） 

 

第 18表 労使協議機関の有無及び労使協議機関の協議内容等を知っている程度別労働者割合 

(単位：％)

100.0 36.7 (100.0)  (45.5)  (38.2)  (15.8)  26.0  37.3

　 　

100.0 40.2 (100.0)  (47.2)  (37.9)  (14.3)  26.2  33.5

100.0 18.0 (100.0)  (28.4)  (42.4)  (29.2)  19.4  62.6

100.0 22.8 (100.0)  (27.7)  (39.5)  (32.8)  37.0  40.2

100.0 53.1 (100.0) (59.1)  (34.2)  (6.8) 36.7  10.2

100.0 43.7 (100.0) (54.6)  (36.1)  (8.5)  28.0  28.2

100.0 32.0 (100.0) (38.3)  (40.1)  (21.0)  23.6  44.4

100.0 22.0 (100.0) (35.4)  (37.2)  (27.3)  22.8  55.3

100.0 15.1 (100.0) (18.1)  (62.0)  (19.9)  25.5  59.4

100.0 19.6 (100.0) (50.0)  (30.7)  (19.3)  36.4  44.0

100.0 22.0 (100.0) (19.5)  (48.8)  (31.7)  26.6  51.4

100.0 32.9 (100.0) (39.3)  (41.4)  (17.8)  27.3  39.8

100.0 40.3 (100.0) (49.1)  (34.5)  (15.7)  25.7  34.0

100.0 60.5 (100.0) (54.6)  (35.6)  (9.8)  21.9  17.6

100.0 43.5 (100.0) (43.4) (39.0) (16.0) 28.6 26.2

注：　　（　　）内は、労使協議機関がある事業所に雇用されている労働者に対する割合である。

　　1)　労使協議機関の協議内容等を知っている程度「不明」を含む。

　  2)　平成21年調査の「計」は、労使協議機関の有無「不明」を含む。
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＜ 就 業 形 態 ＞

正 社 員

パ ー ト タ イ ム 労 働 者

上 記 以 外 の 労 働 者

＜ 役 職 ＞

課 長 ク ラ ス 以 上

係 長 ク ラ ス

役 職 な し

＜ 勤 続 年 数 ＞

１ 年 未 満

１ 年 以 上 ２ 年 未 満

２ 年 以 上 ３ 年 未 満

３ 年 以 上 ５ 年 未 満

５ 年 以 上 10 年 未 満

10 年 以 上 20 年 未 満

20 年 以 上

平 成 21 年 調 査 計
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